
総和庁舎　℡92-3111
古河庁舎　℡22-5111
三和庁舎　℡76-1511
健康の駅　各課直通電話番号
古河福祉の森会館　各課直通電話番号

各庁舎の住所は33ページをご覧ください

  
市
役
所
か
ら

各
施
設
の
臨
時
休
館

■
古
河
福
祉
の
森
会
館

期
日　
9
月
14
日
㈯

問　

健
康
づ
く
り
課

℡
４
８
‐
６
８
８
２

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
の
た
め
休
日
開
庁
し
ま
す

　
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
書
類
を

指
定
の
交
付
場
所
に
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
の
サ
ポ
ー
ト
も
行
い
ま
す
。

期
日
・
場
所

10
月
13
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
室

受
付
時
間　
８
時
30
分
～
12
時

問　

市
民
総
合
窓
口
課

(

予
告)

令
和
7
年
度
保
育
所
等
の

入
所
受
け
付
け

　
令
和
7
年
度
の
2
・
3
号
認
定
子
ど

も(

保
育
所
等
で
の
保
育
を
希
望
す
る

子
ど
も)

の
入
所
受
付
開
始
日
や
手
続

き
な
ど
の
詳
細
は
、
広
報
古
河
10
月
号

お
知
ら
せ
ペ
ー
ジ
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
ま
す
。

問　

保
育
課

令
和
7
年
度
幼
稚
園
・

認
定
こ
ど
も
園
の
入
園
受
け
付
け

　
令
和
7
年
度
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も

園
の
1
号
認
定
子
ど
も(

満
3
歳
以
上

で
、
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
で
の
教

育
を
希
望
す
る
子
ど
も)

の
入
園
願
書

受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す
。

受
付
開
始
日　
10
月
1
日
㈫

※
受
け
付
け
方
法
等
は
、
市
内
幼
稚

園
・
認
定
こ
ど
も
園
へ
直
接
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

「
乳
幼
児
の
た
め
の
古
河
市
教
育
・
保

育
施
設
等
ガ
イ
ド
」
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　

保
育
課

施
設
等
利
用
費
請
求
の
期
限

　
施
設
等
利
用
給
付
の
認
定
者
で
、
預

か
り
保
育
・
施
設
利
用
・
一
時
預
か

り
・
認
可
外
保
育
施
設
等
を
利
用
し
た

場
合
の
利
用
料
の
請
求
に
は
期
限
が
あ

り
ま
す
。

　
請
求
可
能
期
間
は
利
用
日
の
翌
月
1

日
か
ら
2
年
間
で
す
。
お
手
元
の
領
収

証
の
利
用
月
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
請

求
漏
れ
が
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問　

保
育
課

古
河
市
長
選
挙
・

古
河
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙

　
任
期
満
了
に
伴
う
古
河
市
長
選
挙
、

お
よ
び
古
河
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
の

日
程
が
決
ま
り
ま
し
た
。

告
示
日　
11
月
17
日
㈰

投
・
開
票
日　
11
月
24
日
㈰

■
立
候
補
予
定
者
説
明
会

日
時　
10
月
10
日
㈭
14
時

場
所　
市
役
所
古
河
庁
舎

※
１
候
補
者
に
つ
き
２
人
ま
で
出
席
可
。

問　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

乳
が
ん
・
子
宮
頸
が
ん
検
診

(

医
療
機
関)

　
9
月
2
日
か
ら
古
河
赤
十
字
病
院
へ

直
接
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。
受
診
に

は

健
康
づ
く
り
課
で
発
行
す
る
受
診

券
が
必
要
で
す
。
手
元
に
な
い
場
合
は

電
子
申
請
か
電
話
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

対
象　
乳
が
ん
：
市
内
在
住
の
30
歳
以

上
、
子
宮
頸け

い

が
ん
：
市
内
在
住
の
20
歳

以
上

費
用　
2
千
円(

70
歳
以
上
、
生
活
保

護
受
給
者
は
無
料)

申
込　
月
～
金
曜
日
の
13
時
～
16
時
に

古
河
赤
十
字
病
院
健
診
セ
ン
タ
ー
へ
申

渡
邊
誠
一(

上
辺
見)

℡
３
２
‐
６
２
８
０

倉
本
仁
司(

尾
崎)

℡
７
６
‐
５
５
０
０

問　

市
民
協
働
課

９
月
10
日
～
16
日
は

自
殺
予
防
週
間
で
す

　
自
殺
は
社
会
の
努
力
で
防
ぐ
こ
と
が

で
き
る
社
会
的
な
問
題
で
す
。
独
り
で

抱
え
込
ま
ず
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
悩
ん
で
い
る
人
が
い
た
ら
、
声

を
か
け
て
話
を
聞
い
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

問　

福
祉
推
進
課

℡
９
２
‐
５
７
７
１

指
定
難
病
患
者
医
療
福
祉
助
成
金

　
上
半
期(

3
月
～
8
月)

分
の
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。

申
請
場
所　

障
が
い
福
祉
課
、

市
民
総
合
窓
口
課
、

市
民
総
合

窓
口
室

対
象　
市
内
在
住
で
、
保
健
所
で
指
定

難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
の
交
付
を

受
け
、
医
療
費
の
自
己
負
担
が
あ
る
人

※
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
は
対
象
外
。

支
給
額　
指
定
難
病
特
定
医
療
費
の
自

己
負
担
額(

月
額
上
限
4
千
円)

持
参
物　
①
指
定
難
病
特
定
医
療
費
受

給
者
証(

写
し
可
・
有
効
期
間
が
申
請

月
分
の
も
の)

②
医
療
機
関
・
薬
局
が

発
行
す
る
領
収
書
［
公
費
分(

指
定
難

病
分)

の
金
額
が
分
か
る
も
の
］
③
自

己
負
担
上
限
額
管
理
票
④
認
め
印
⑤
金

融
機
関
の
通
帳(

新
規
・
変
更
の
み)

申
請
期
間　
9
月
2
日
㈪
～
30
日
㈪

問　

障
が
い
福
祉
課

℡
９
２
‐
４
９
１
９

国
民
年
金
に
は
障
が
い
へ
の

保
障
が
あ
り
ま
す

　
国
民
年
金
加
入
中
に
初
診
日
が
あ
る

病
気
や
け
が
で
、
国
民
年
金
法
で
定
め

ら
れ
た
1
・
2
級
の
障
が
い
の
状
態

(

障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異
な
り
ま

す)

に
あ
る
間
は
、
障
害
基
礎
年
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

問　

国
保
年
金
課
、
下
館
年
金
事
務

所
℡
０
２
９
６
‐
２
５
‐
０
８
２
９

公
共
下
水
道
・
農
業
集
落
排
水
へ

の
接
続
を

■
接
続
の
義
務

　
公
共
下
水
道
の
整
備
が
完
了
し
て
供

用
開
始
と
な
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に

公
共
下
水
道
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　
接
続
工
事
は
、
必
ず
市
の
指
定
工
事

店
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
く
み
取
り

式
ト
イ
レ
を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、

供
用
開
始
後
3
年
以
内
に
水
洗
式
ト
イ

し
込
み

℡
２
３
‐
７
０
７
０

問　

健
康
づ
く
り
課

℡
４
８
‐
６
８
８
２

古
河
都
市
計
画
に
関
す
る
公
聴
会

日
時　
9
月
24
日
㈫
14
時

※
公
述
申
出
者
が
い
な
い
場
合
は
開
催

し
ま
せ
ん
。

場
所　
野
本
電
設
工
業
コ
ス
モ
ス
プ
ラ

ザ(

庁
舎
3
階)

内
容　
都
市
計
画
道
路
の
変
更

公
述
申
出
書
の
提
出　
9
月
9
日
㈪
～

17
日
㈫
に

都
市
計
画
課
へ
提
出

問　

都
市
計
画
課

9
月
1
日
～
10
月
31
日
は

行
政
相
談
月
間
で
す

　
「
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
壊
れ
そ
う
で
危

険
」
な
ど
、
日
常
生
活
で
困
っ
て
い
る

こ
と
や
望
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行
政
相
談

委
員
が
随
時
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

行
政
相
談
委
員(

敬
称
略)

鈴
木
悦
子(

け
や
き
平)

℡
４
７
‐
１
０
８
１

青
木
充(

下
大
野)

℡
９
２
‐
１
７
４
５

レ
へ
の
改
造
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
農

業
集
落
排
水
処
理
区
域
の
人
も
速
や
か

に
接
続
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問　

下
水
道
課

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
無
料
配
布

期
間　
9
月
2
日
㈪
～
30
日
㈪

場
所　

高
齢
介
護
課
、
市
役
所
古

河
・
総
和
・
三
和
庁
舎
、
各
高
齢
者
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

※
10
月
以
降
は

高
齢
介
護
課
、
各
高

齢
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
配
布
。
な

く
な
り
次
第
終
了
。

問　

高
齢
介
護
課

℡
９
２
‐
４
９
２
１

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
変
更

(

農
振
除
外)

申
し
出
受
け
付
け

　
農
用
地
区
域
内
の
農
地
で
農
地
以
外

の
土
地
利
用
を
計
画
し
て
い
る
人
は
、

農
地
転
用
許
可
申
請
の
前
に
計
画
変
更

の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

申
込
期
間　
10
月
1
日
㈫
～
31
日
㈭

申
込
・
問　

農
政
課

浄
化
槽
を
ご
利
用
の
人
へ

　
浄
化
槽
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ
せ

る
た
め
、
定
期
的
な
維
持
管
理(

保
守

点
検
・
清
掃)

に
加
え
、
年
1
回
の
法

定
検
査
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

法
定
検
査
を
受
け
て
い
な
い
場
合
は
、

受
検
指
導
文
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

問　

環
境
課

新
築
、
改
築
の
際
に
は
雨
水
浸
透

ま
す
等
の
設
置
を

　
大
雨
に
よ
る
浸
水
被
害
に
備
え
、
雨

水
を
地
中
に
染
み
込
ま
せ
る
「
雨
水
浸

透
ま
す
」
や
、
雨
水
を
一
時
的
に
た
め

る
「
雨
水
貯
留
施
設
」
等
の
設
置
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

道
路
河
川
課

  

イ
ベ
ン
ト

古
河
文
学
館
企
画
展

■
散
文
詩
の
巨
人　
粕
谷
栄
市

　
処
女
詩
集
『
世
界
の
構
造
』
で
高
見

順
賞
を
受
賞
し
て
以
来
、
一
貫
し
て
散

文
形
式
の
詩
を
書
き
続
け
て
き
た
粕
谷

栄
市
氏
。
今
年
、
第
42
回
現
代
詩
人
賞

を
受
賞
し
た
、
生
粋
の
古
河
人
で
も
あ

る
粕
谷
栄
市
氏
の
詩
業
と
作
品
の
魅
力

を
紹
介
し
ま
す
。

期
間　
9
月
28
日
㈯
～
12
月
24
日
㈫

費
用　
２
０
０
円(

小
中
高
生
50
円)

問　
古
河
文
学
館

℡
２
１
‐
１
１
２
９

受診券発行
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